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　７月１日から町営バス虹別線の時
刻が一部変更となりました。
　変更後の時刻表は役場、バスター
ミナル、町立病院、虹別酪農センター
に掲示しているほか、町ホームペー
ジでもご確認いただけます。
■�問い合わせ／役場管理課車両管理
係（１階⑧番窓口☎内線143）

町営バス虹別線
時刻変更のお知らせ

お盆期間中の

ごみ収集について
ごみ収集

平常どおり行います。
（８月10日㈪も収集します）

クリーンセンターでの
受け入れ

８月９日㈰・10日㈪
はお休みです。

問い合わせ
役場住民課環境衛生係

（１階③番窓口☎内線127）

就労継続支援Ｂ型事業所
役場庁舎内販売会のお知らせ

問い合わせ
役場保健福祉課社会福祉係
（１階④番窓口☎️内線131）

　町内には２カ所の就労継続支援Ｂ型事業所が開設されています。
各事業所では創意工夫した製品の製造販売を行っています。製品
のPRや通所者のやりがい、販路拡大の一助となることを目的に、
町では８月より製品の販売場所を定期提供することとしました。

場所　役場１階ロビー

※�急きょ、中止・延期となる場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

試験販売会の様子

しべちゃコスモス
８月21日㈮、午後２時〜３時
木工製品、手芸用品、お菓子、野菜、せっけんなど

みなやんWOＲＫＳ(ワークス)
８月４日㈫、午後３時30分〜４時
そばシフォン、そばロールケーキ、そばクッキーなど

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う中止イベント一覧
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止が決定しているイベントをお知らせします。イベントへの参
加を予定されていた皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。　（令和２年７月21日現在）

月 イベント名 問い合わせ

８月 牧場まつり「多和平カントリーフェスタⅡ」
牧場まつり「多和平カントリーフェスタⅡ」実行
委員会（☎485-2572）

８月 しべちゃ夏まつり・町民花火大会
しべちゃ夏まつり実行委員会（標茶町商工会内☎
485-2264）

８月
行政執行135年・町政70年周年事業 おかあさん
といっしょ宅配便「ガラピコぷ〜小劇場」

役場企画財政課企画調整係（２階⑭番窓口☎内線
222）

９月 第47回標茶町産業まつり
標茶町産業まつり実行委員会事務局・役場農林課 
農業企画係(⑱番窓口☎内線241)

９月 第48回標茶町駅伝競走大会 農業者トレーニングセンター（☎485-2434）

９月 第25回標茶町健康まつり ふれあい交流センター健康推進係（☎485-1000）

11月 令和２年度標茶町文化講演会
標茶町文化講演会実行委員会（教育委員会社会教
育課社会教育係☎485-2111内線288）



3

新北海道スタイル新型コロナウイルス
感染拡大防止に向けた

標茶町感染症危機管理対策本部 役場住民課環境衛生係（１階③番窓口☎内線126）
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すぐに相談
息苦しさ（呼吸困難）
強いだるさ（倦怠感）
高熱　など

いずれかの強い
症状がある

すぐに相談

発熱が４日以上続く場合は必ず相談（強い症状と思う場合はすぐに相談）

発熱や
咳など

比較的軽
い風邪症
状がある

・高齢者の方
・透析を受けている方
・免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
・基礎疾患がある方（糖尿病、心不全、呼吸器疾患など）
・妊婦の方

重症化しやすい方

・釧路保健所（☎0154-65-5811）…［平日］午前８時45分〜午後５時30分
・北海道保健福祉部健康安全局地域保健課（☎011-204-5020）…24時間

帰国者・接触者
相談センター

新型コロナウイルス感染症 相談・受診の目安について

町民の皆さんへ「新しい生活様式の実践」をお願いします

事業者の皆さんへ「７つのポイント」への取り組みをお願いします

新型コロナウイルス関連記事は、８ページ（介護保険料減免のご案内）、10ページ（ひとり親世帯臨時特別給付
金）にも掲載しています。
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マイナポイント利用には
マイナンバーカードが必要
です
　役場ではマイナンバーカードの
申請補助窓口を開設しています。
ぜひご利用ください。
　マイナポイントの利用や健康保
険証として使用するためには「マ
イキー ID」の設定が必要です。
設定方法が分からない、インター
ネット環境がない場合などは、申
請補助窓口をご利用ください。

コンビニで各種証明書を
取得できます
　マイナンバーカードを使って、
全国のコンビニエンスストアなど
で住民票の写し・印かん証明書・
本籍が標茶町の方は戸籍全部（個
人）事項証明書・戸籍の附票の写
しを取得することができます。コ
ンビニでの利用可能時間は午前６
時30分〜午後11時です。（土・日
曜日、祝日も取得可能）

�問い合わせ
総務課電算管理係（２階⑬番窓口
☎内線218）、住民課町民係（１
階①番窓口☎内線121）

マイナポイントとは
マイナンバーカードを取得し、カードでマイ
ナポイントを予約した人を対象に、選択した
キャッシュレス決済サービスで買い物に使える
ポイントがもらえる仕組みです。キャッシュレ
スで20,000円のチャージまたは買い物をすると、1人当
たり最大5,000円分のマイナポイントがもらえます。

上限5,000円
相当のポイントを付与

付与率

25％

マイナポイントの付与・使用は９月１日から

マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178

問い合わせ

音声ガイダンスに従って「５番」を選択してください。
（平日）午前９時〜午後８時
（土・日曜日、祝日）午前９時30分〜午後５時30分
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　防災・防犯情報などを
メールでお知らせしま
す。
　「防犯情報」「防災情報」
「町からのお知らせ」「ヒ
グマ出没情報」の区分か
ら配信を希望する情報を
選んで登録すると、必要
な情報のみを受信するこ
とができます。
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　本町では、長年の課題でありました町内全域での光ブ
ロードバンド（光回線）サービス整備に向け、国の高度無
線環境整備推進事業補助金などを活用し、事業を推進する
こととしました。
　光回線サービスの整備には一定数以上の加入申し込みが
必要となっていますので、利用を希望される方は事前加入
申込書の提出をお願いします。

光ブロードバンド
サービスの利用を
希望する方へ

問い合わせ／役場企画財政課企画調整係（２階⑰番窓口☎内線221）

提出期限 ９月11日㈮

提出方法 事前加入申込書を返信用封筒に入れて下記係へ郵送で提出
※事前加入申込書は光回線サービスエリア外の方に対して個別に郵送します。

留意事項 ・�複数の電話番号について利用を希望する場合は、それぞれについて事前
加入申込書の提出をお願いします。

・すでに加入済みの方やサービスを利用しない方は提出の必要がありませ
　ん。ただし、この調査を基に回線の敷設ルートや延長などを検討します
　ので、整備後に希望しても状況によっては加入できない場合があります。
　加入を検討される方は提出をお願いします。
・現在、電話回線が無い方でも、今後利用を検討される場合は提出をお願
　いします。
・�整備後の正式加入の際は、初期工事費用と通信料が個人負担として発生
します。また事業の性質上、Wi-Fiなどの無線設備の設置が必要となり
ます。（無線設備は個人で購入するかNTT東日本などの事業者からレン
タルする必要があります）

・�事前加入申込書が不足する場合は、ご自身でコピーするか町ホームペー
ジからダウンロードしてください。

対象者 光回線サービスを希望する個人・企業・団体など
（現在、光回線サービスエリア外の方）

９月から磯分内市街地一部エリアで
光ブロードバンドサービスが始まります

　昨年、磯分内市街地一部エリアで光ブロードバンド（光回線）サービスの
提供がNTT東日本において検討され、事前申し込みの取りまとめを行った
結果、必要回線数を超える申し込みがありました。
　その結果、令和２年9月1日より磯分内市街地の一部エリアで光回線サー
ビスの提供が始まることとなりましたのでお知らせします。
　事前申し込みをされなかった方についても、対象エリア内であればサービ
スの提供を受けられますので、ご検討をお願いします。なお、申し込みにつ
いては、ブロードバンドサービス提供事業者に直接お問い合わせください。


